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 「新しい生活様式」に対応した行動を
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市民の皆さまへ

　　毎日の報道でご承知のとおり、新型コロナウイルスの新たな感染者が全国で急増しており、より一毎日の報道でご承知のとおり、新型コロナウイルスの新たな感染者が全国で急増しており、より一
層注意が必要になっています。層注意が必要になっています。
　緊急事態宣言が解除されてからは、行動の自粛が緩和され、人の往来が活発化していますが、今一　緊急事態宣言が解除されてからは、行動の自粛が緩和され、人の往来が活発化していますが、今一
度「新しい生活様式」を心がけて、一人ひとりが「自分の身を守ること」、「家族や周囲の人の身を守度「新しい生活様式」を心がけて、一人ひとりが「自分の身を守ること」、「家族や周囲の人の身を守
ること」を意識して行動することが重要です。ること」を意識して行動することが重要です。
　夏休みやお盆のシーズンになり、市民の皆さまには、改めて次のことに留意して毎日を過ごされま　夏休みやお盆のシーズンになり、市民の皆さまには、改めて次のことに留意して毎日を過ごされま
すようお願いします。すようお願いします。

全国で感染が拡大しています！全国で感染が拡大しています！

裏面もご覧ください。

8月7日発行

◆日ごろから三つの「密」（密閉、密集、密接）が発生する場所を徹底して避けるようにしましょう。
◆大人数での会食や飲み会を避けるようにしましょう。
◆大声を出す行動（飲食店などで大声で話す、カラオケやイベント、スポーツ観戦などで大声を出すなど）を

自粛しましょう。
◆マスクの着用、手洗い、消毒、換気を徹底しましょう。

 夏休み中やお盆の帰省や旅行について
◆全国的に家庭内での感染が広まっています。お盆の帰省などはできるだけ見合わせていただくようお願い

します。
◆やむを得ず帰省された場合は、滞在期間中、不要不急の外出は控え、家庭内でもこれまで以上に３密対策

を実施し、こまめな手洗いや消毒を実施してください。
◆首都圏などの感染が拡大している地域への観光は、極力避けてください。
◆宿泊を伴う旅行を予定されている場合も、マスクの着用と３密対策を徹底し、人と人との距離をとること

を常に意識して行動してください。
◆旅行期間中、接待を伴う飲食店や密閉・密集・密接が重なる場での会食は避けてください。

 その他の注意することは…
◆仙北市の公共施設について、当分の間、37.5℃以上の発熱がある方はご利用をご遠慮ください。市役所の

各庁舎、各出張所も同じ基準とします。
◆家庭内で、妊婦さんや乳幼児、お年寄りがいる場合は、不要な接触など特に配慮してください。
◆今の状況では、いつどこで誰が感染してもおかしくありません。万が一、身近で感染者が出ても、誹謗、中

傷など心ない発言はお互いに慎みましょう。感染された方はもちろんのことご家族や周囲の方が傷つくこ
とのないように、市民皆さまで協力し合いましょう。

（仙北市総務課内）　　  ☎ 43-1111
（仙北市総合防災課内）☎ 43-1115

【新型コロナウイルス関係全体の問合せ】
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特別定額給付金の申請が特別定額給付金の申請が
まだの方は申請をお願いしますまだの方は申請をお願いします

「ふるさとのきずな市内出身学生「ふるさとのきずな市内出身学生
応援事業」の受付をしています応援事業」の受付をしています

【問合せ】仙北市特別定額給付金推進本部（仙北市総務課内）☎43-1111

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご利用・ご活用ください。

　　特別定額給付金の申請期限は 8月 13特別定額給付金の申請期限は 8月 13 日日㈭です。まだ申請をされていない方が若干名います。期限㈭です。まだ申請をされていない方が若干名います。期限
が過ぎると申請を受け付けできなくなります。心当たりの方は早めの申請をお願いします。が過ぎると申請を受け付けできなくなります。心当たりの方は早めの申請をお願いします。

【問合せ】仙北市教育委員会教育総務課　☎43-3381

　　自宅を離れて大学院・大学・短大・専門学校などで学んでいる学生に市の特産品などを届ける、「ふる自宅を離れて大学院・大学・短大・専門学校などで学んでいる学生に市の特産品などを届ける、「ふる
さとのきずな市内出身学生応援事業」の申請を受付中です。8月、10月、12月の3回にわたって故郷のさとのきずな市内出身学生応援事業」の申請を受付中です。8月、10月、12月の3回にわたって故郷の
特産品をお届けします。締め切りは、8月17特産品をお届けします。締め切りは、8月17日日㈪です。ご家族の方でも申請できますのでお早めにどうぞ。㈪です。ご家族の方でも申請できますのでお早めにどうぞ。
　申請手続きは次のとおりです。　申請手続きは次のとおりです。

◆対象者／申請時に保護者の住所が仙北市にあり、日
本国内の大学・短期大学・高等専門学校（4・5年）・
専修学校・各種学校・予備校・大学院などに在学し
ている学生であり、仙北市以外に居住している学生

◆申請書類／▶ふるさとのきずな市内出身学生応援事
業申請書（以下、申請書）※仙北市ホームページから
ダウンロードか印刷、または仙北市教育委員会に請
求してください。  ▶在学していることが確認できる
もの（学生証か在学証明書の写し）  ▶親元を離れて
いることが確認できるもの（氏名と現住所が記載され
たものの写し…アパートなどの契約書、光熱水費の
請求書 ･ 領収書・明細など、公的機関などから届い
た本人宛の通知など）

◆申請方法／①郵送、または②メールのどちらかでお
申し込みください。

①郵便による申請書などの送付

　申請書に必要事項を記入し、学生証か在学証明書の
写しと、氏名と現住所が記載されたものの写しを添
付し、送付してください。

《送付先》〒014-0392 秋田県仙北市角館町東勝楽丁19
　　　　 仙北市教育委員会  教育総務課  あて
②メールによる申請書などの添付送付
　仙北市ホームページから申請書をダウンロードし、

必要事項を入力、学生証か在学証明書の写しと氏名
と現住所が記載されたものの写しを応援事業申請専
用メールアドレスに添付し、送信してください。

《応援事業申請専用メールアドレス》
　kygakusei@city.semboku.akita.jp
◆申込期限／ 8月17日㈪必着
◆仙北市ホームページ／ https://www.

city.semboku.akita.jp/news_topics/
whatsnew.php?id=2660
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